
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日
提
出

質

問

第

二

二

九

号

政
府
参
考
人
（
外
務
省
領
事
局
長
）
の
個
人
情
報
に
対
す
る
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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政
府
参
考
人
（
外
務
省
領
事
局
長
）
の
個
人
情
報
に
対
す
る
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
六
年
三
月
一
日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
三
分
科
会
に
お
い
て
、
一
九
九
六
年
に
中
華
人
民
共
和
国
で
逮
捕
、
起

訴
さ
れ
、
二
〇
〇
三
年
ま
で
服
役
し
た
原
博
文
氏
に
つ
い
て
、
政
府
参
考
人
（
谷
�
泰
明
外
務
省
領
事
局
長
。
以
下
、
「
谷

�
局
長
」
と
い
う
。
）
は
、
「
た
だ
い
ま
の
原
さ
ん
の
件
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
、
邦
人
の
保
護
で
ご
ざ
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
海
外
に
お
い
て
逮
捕
、
拘
留
あ
る
い
は
受
刑
し
た
場
合
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
人
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
等
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
基
本
的
に
は
こ
れ
は
公
表
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
、

こ
の
原
氏
の
場
合
に
つ
き
ま
し
て
は
、
報
道
機
関
等
に
い
ろ
い
ろ
取
材
に
応
じ
て
お
り
ま
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
い

う
事
情
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
御
答
弁
申
し
上
げ
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
原
氏
で
ご
ざ

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
平
成
十
五
年
の
一
月
に
、
六
年
七
カ
月
に
わ
た
る
受
刑
が
終
わ
り
ま
し
て
、
釈
放
さ
れ
、
帰
国
し
た
と

い
う
ふ
う
に
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
同
年
七
月
に
、
当
時
の
外
務
省
の
領
事
移
住
部
を
来
訪
さ
れ
、
我
が
方
の
職
員
が
邦
人

保
護
の
観
点
か
ら
面
談
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
た
が
、
こ
こ
で
「
谷
�
局
長
」
の
答
弁
し
た

原
博
文
氏
に
関
す
る
情
報
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
で
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
保
護
さ
れ

る
べ
き
個
人
情
報
か
。

一



二

「
谷
�
局
長
」
が
一
の
答
弁
を
す
る
前
に
、
外
務
省
職
員
が
原
博
文
氏
と
接
触
し
、
原
氏
が
中
華
人
民
共
和
国
に
お
い
て

逮
捕
、
受
刑
し
た
事
実
に
つ
い
て
、
外
務
省
が
国
会
答
弁
で
明
ら
か
に
す
る
予
定
で
あ
る
と
伝
え
た
事
実
が
あ
る
か
。

三

「
谷
�
局
長
」
が
一
の
答
弁
を
し
た
後
に
、
外
務
省
職
員
が
原
博
文
氏
と
接
触
し
、
原
氏
が
中
華
人
民
共
和
国
に
お
い
て

逮
捕
、
受
刑
し
た
事
実
に
つ
い
て
、
外
務
省
が
国
会
答
弁
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
伝
え
た
事
実
が
あ
る
か
。

四

行
政
機
関
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
谷
�
局
長
」
の
答
弁
は
適
切
で
あ
っ
た
と
政
府
は
考
え

る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


